
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
六
二

○
福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
六
二

告

示

○
計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

一
六
二

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
六
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
六
四

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件

一
六
四

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

一
六
五

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

一
六
六

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件

一
六
六

○
宅
地
造
成
等
規
制
法
に
よ
り
造
成
宅
地
防
災
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件

一
六
六

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六
七

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六
七

規

則

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
十
五
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
資
格
の

審
査
の
結
果
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
が
な
い
と
認
め

た
者
か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
資
格
が
な
い
と
認
め
た
理
由
を
、
当
該
請
求
を
行
つ
た
者

に
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
四
条
の
二
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
資
格
に

関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の
手
段

第
二
百
七
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
つ
い
て
は
、
」
の
下
に
「
最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て

最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
規
定
し
た
場
合
に
限
り
」

を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
四
条
の
九
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
契
約
の
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
電
子
情
報
処

理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
入
札
監
理
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
六
号

福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
公
舎
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
十
項
中
「
入
居
す
る
公
舎
」
の
下
に
「
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
公
舎
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
公
舎
規
則
附
則
第
十
項
の
規
定
は
、

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
施
設
管
理
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

計
量
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
し
た
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検
査
区
域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検
査
の
期
日
及
び
時
間

検

査

場

所

───────────────────────────────────────────────────────────
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二
本
松
市

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法

五
月
八
日

旭
住
民
セ
ン
タ
ー

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令

午
前
一
○
時
か
ら

第
三
二
九
号
）
第
五
条
第

午
前
一
一
時
三
○
分
ま
で

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

同

新
殿
住
民
セ
ン
タ
ー

じ
。
）
、
分
銅
及
び
お
も

午
後
一
時
三
○
分
か
ら

り

午
後
三
時
ま
で

五
月
九
日

二
本
松
市
岩
代
支

午
前
一
○
時
か
ら

所

午
前
一
一
時
三
○
分
ま
で

五
月
一
三
日

東
和
文
化
セ
ン
タ
ー

午
前
一
○
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

五
月
一
四
日

二
本
松
市
役
所

午
前
一
○
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

五
月
一
五
日

同

午
前
一
○
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

五
月
一
六
日

同

午
前
一
○
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

五
月
二
〇
日

二
本
松
市
安
達
支

午
前
一
○
時
か
ら

所

午
後
三
時
ま
で

五
月
二
一
日

同

午
前
一
○
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

安
達
郡
大
玉
村

五
月
二
六
日

大
玉
村
役
場
分
庁

午
前
一
○
時
三
○
分
か
ら

舎

午
前
一
一
時
三
○
分
ま
で

本
宮
市

同

本
宮
市
役
所
白
沢

午
後
一
時
三
○
分
か
ら

総
合
支
所

午
後
三
時
ま
で

五
月
二
七
日

本
宮
市
役
所

午
前
一
○
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

右
に
掲
げ
る
市

右
の
特
定
計
量
器
で
、
右

五
月
二
八
日
か
ら
六
月
二

福
島
県
計
量
検
定

村

の
検
査
を
受
け
な
か
っ
た

七
日
ま
で
（
土
曜
日
及
び

所

も
の

日
曜
日
を
除
く
。
）

午
前
一
〇
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

二

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
検
査
場
所
で
実
施
す
る
検
査

検

査

区

域

対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

検

査

の

期

日

二
本
松
市
、
本
宮
市
及

非
自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

一
○
月
一
日
か
ら
一
二
月
一

び
安
達
郡
大
玉
村

九
日
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜

日
、
一
〇
月
一
三
日
、
一
一

月
三
日
及
び
一
一
月
二
四
日

を
除
く
。
）

（
計
量
検
定
所
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

南
相
馬
市
原
町
区
下
渋
佐
字
赤
沼
二
八
五
の
一
（
国
有
林
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

───────────────────────────────────────────────────────────
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三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
古
町
字
高
久
保
二
四
八
二
、
檜
枝
岐
村
字
駒
ヶ
岳
一
四
八
九
の
二
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

雪
崩
の
危
険
の
防
止

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

起
業
者
の
名
称

猪
苗
代
町

二

事
業
の
種
類

道
の
駅
整
備
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
農
業
用
道
水
路
付
替
事
業

三

収
用
又
は
使
用
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
起
業
地

１

収
用
の
部
分

福
島
県
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
堅
田
字
五
百
苅
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

道
の
駅
整
備
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
農
業
用
道
水
路
付
替
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
道
の
駅
整
備
事
業
（
以
下
「
本
体
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
三
十

二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
そ
の
他
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
該
当
す
る
。

ま
た
、
本
体
事
業
の
施
行
に
伴
い
生
じ
る
農
業
用
道
水
路
付
替
事
業
（
以
下
「
関
連
事
業
」
と

い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
五
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
、
土
地
改
良
区
が
設
置
す
る
農
業
用

道
路
、
用
水
路
、
排
水
路
に
該
当
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

起
業
者
は
、
第
六
次
猪
苗
代
町
振
興
計
画
及
び
猪
苗
代
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ

き
、
本
件
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
た
め
、
事
業
遂
行

の
意
思
と
能
力
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

猪
苗
代
町
は
、
農
業
と
観
光
の
町
と
し
て
、
水
稲
を
基
幹
作
物
に
多
彩
な
農
作
物
の
生
産
活

動
と
雄
大
で
美
し
い
自
然
資
源
を
活
用
し
た
観
光
業
の
振
興
を
図
っ
て
き
た
が
、
近
年
の
農
業
、

観
光
業
の
低
迷
や
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
風
評
被
害
な
ど
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

ま
た
、
猪
苗
代
町
は
特
別
豪
雪
地
帯
と
い
う
条
件
下
に
あ
り
、
例
年
、
降
積
雪
に
よ
る
道
路

交
通
障
害
や
除
雪
作
業
に
よ
り
日
常
生
活
に
負
担
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
起
業
地
周
辺
は
広
範

囲
に
渡
り
地
吹
雪
に
よ
る
視
界
不
良
の
た
め
交
通
障
害
が
発
生
す
る
特
殊
通
行
規
制
区
間
と
さ

れ
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
施
設
内
に
物
販
ブ
ー
ス
や
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
で

農
産
物
の
新
た
な
販
路
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
農
業
従
事
者
の
所
得
向
上
や
猪
苗
代
町
の

み
な
ら
ず
、
会
津
地
方
全
体
の
観
光
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
各
観
光
施
設
へ

の
入
込
客
の
増
大
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
他
、
猪
苗
代
町
の
特
産
品
を
販
売
し
、
製

造
販
売
元
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
施
設
利
用
者
ら
を
地
元
商
店
街
に
誘
導
し
、
地
域
の

活
性
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
地
吹
雪
等
に
よ
る
交
通
障
害
時
の
一
時
待
避
が
可
能
に
な
る
他
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を

整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
災
害
発
生
時
に
迅
速
な
対
応
が
可
能
に
な
り
、
道
路
利
用
者
、
施
設
利

用
者
及
び
地
域
住
民
の
安
全
確
保
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡

失
わ
れ
る
利
益

起
業
者
が
、
起
業
地
内
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
の
有
無
に
つ
い
て
、
猪
苗
代
町
教
育
委
員
会

に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
外
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

ま
た
、
希
少
野
生
生
物
の
生
息
及
び
生
育
の
情
報
に
つ
い
て
、
福
島
県
環
境
共
生
総
室
自
然

保
護
課
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
「
メ
ダ
カ
」
等
五
種
類
の
希
少
野
生
生
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
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と
の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
た
め
、
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
及
び
野
生
生
物
の
保
護
に
十
分
に

配
慮
す
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
起
業
地
は
、
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
及
び
福
島
県
景
観
条
例
（
平

成
十
年
福
島
県
条
例
第
十
三
号
）
で
指
定
さ
れ
て
い
る
景
観
計
画
区
域
「
磐
梯
山
・
猪
苗
代
湖

周
辺
景
観
形
成
重
点
地
域
」
内
で
あ
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
福
島
県
知
事
に
行
為
の
通
知
を
行

い
、
景
観
法
及
び
福
島
県
景
観
条
例
に
準
拠
し
た
施
設
整
備
を
進
め
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
起
業
地
は
農
地
で
あ
る
が
、
他
の
農
地
と
は
道
水
路
等
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い

る
た
め
、
農
地
利
用
集
積
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
は
な
く
、
工
事
施
工
時
に
は
周
辺
に
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
土
留
工
な
ど
で
対
応
す
る
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢

事
業
計
画
の
合
理
性

起
業
者
は
、
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
、
磐
越
自
動
車
道
猪
苗
代
磐
梯
高
原
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
周
辺
の
二
箇
所
を
候
補
地
と
し
て
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
社
会
的
、
経
済
的
及
び

技
術
的
見
地
か
ら
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
、
本
起
業
地
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
施
設
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
起
業
地
周
辺
の
道
路
交
通
量
や
特
別
豪
雪
地
と
い
う
地

域
特
性
、
公
募
住
民
を
含
む
（
仮
称
）
道
の
駅
猪
苗
代
整
備
検
討
委
員
会
の
意
見
等
を
踏
ま
え

て
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
本
体
事
業
の
施
行
に
伴
う
関
連
事
業
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
も
、
施
設
の
位
置
、

構
造
形
式
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
適
切
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

猪
苗
代
町
で
は
、
近
年
の
農
業
、
観
光
業
の
低
迷
に
対
す
る
産
業
の
活
性
化
及
び
雪
対
策
充

実
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
は
第
六
次
猪
苗
代
町
振
興
計
画
及
び
猪
苗
代
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
に
基
づ
き
行
う
も
の
で
あ
り
、
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
起
業
地
は
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
収
用

又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
長
期
縦
覧
の
場
所

猪
苗
代
町
役
場
建
設
課

（
土
木
総
務
課
用
地
室
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
熱
塩

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
宮

変
更
前

一
一
・
六
〜

五
三
一
・
五

加
納
会
津

川
字
岩
尾
西
四
〇
番
一
地

二
五
・
五

坂
下
線

先
か
ら

同

市
熱
塩
加
納
町
宮

変
更
後

一
一
・
五
〜

五
三
一
・
五

川
字
諏
訪
林
一
六
〇
二
番

一
七
・
〇

一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
高
陦

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
白

変
更
前

三
・
六
〜

二
一
一
・
五

田
島
線

岩
字
北
上
平
五
六
九
番
二

一
五
・
〇

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
白

変
更
後

三
・
六
〜

二
一
一
・
五

岩
字
南
上
平
四
三
七
番
一

一
〇
・
四

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）
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福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
九
四
号

白
河
市
大
信
上
新
城
字
桜
立
一
三
六
番

平
成
二
六
年
四
月
四
日

一
地
先
か
ら

同

市
大
信
上
新
城
字
桜
立
一
番
二
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
熱
塩
加
納
会
津
坂

喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
宮
川
字
岩
尾
西

平
成
二
六
年
四
月
四
日

下
線

四
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
熱
塩
加
納
町
宮
川
字
諏
訪
林

一
六
〇
二
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
高
陦
田
島
線

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
白
岩
字
北
上
平

平
成
二
六
年
四
月
四
日

五
六
九
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
白
岩
字
南
上
平

四
三
七
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
及
び
そ
の
区
間
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

路

線

名

区

間

県
道
白
河
停
車
場
線

白
河
市
郭
内
二
二
二
番
九
三
地
先
か
ら
同
市
大
工
町
七
二
番
地
先
ま

で
の
上
り
線

白
河
市
大
手
町
二
六
番
地
先
か
ら
同
市
大
工
町
六
九
番
地
先
ま
で
の

下
り
線

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

造
成
宅
地
防
災
区
域
の
指
定
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
告
示
第
二
百
十
七
号
）
を
次
の
と
お
り
解
除
す

る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

区

域

名

区

域

区
域
の
範
囲

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

二
本
松
市
大
字
太
田
字
荻
ノ
田

次
の
図
の
と
お
り

ム
羽
山
荘

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
建
築
総
室
建
築
指
導
課
、
福
島
県
県
北

建
設
事
務
所
建
築
住
宅
課
及
び
二
本
松
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
建
築
指
導
課
）
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公

告

公
告
第
百
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
北
部
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

遠

忠
一

喜
多
方
市
上
三
宮
町
三
谷
字
南
宅
地
三
〇
七
九
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

請
戸
川
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

馬
場

有

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
下
続
町
二
五
番
地
一

同

櫻
井

勝
延

南
相
馬
市
原
町
区
江
井
字
馬
場
五
四
番
地

同

伊
澤

史
朗

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
新
山
字
下
条
一
二
六
番
地
の
一

同

牛
渡

喜
一
郎

同

郡
浪
江
町
大
字
牛
渡
字
大
添
二
五
番
地

同

三
瓶

寳
次

同

郡
同

町
大
字
下
津
島
字
小
塚
六
三
番
地
一

同

松
本

一

南
相
馬
市
小
高
区
村
上
字
前
谷
地
一
五
番
地

同

志
賀

稔
宗

同

市
同

区
川
房
字
清
水
一
八
七
番
地

同

久
保
内

俊
應

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
酒
井
字
井
戸
川
前
六
八
番
地

同

小
林

正
幸

南
相
馬
市
小
高
区
大
井
字
松
崎
一
五
〇
番
地

同

村
井

佳
人

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
下
羽
鳥
字
北
沖
二
二
九
番
地

同

海
藤

芳
勝

南
相
馬
市
小
高
区
井
田
川
字
南
新
田
八
三
〇
番
地

同

岸

眞

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
加
倉
字
柴
田
一
〇
五
番
地

同

髙
松

平

同

郡
双
葉
町
大
字
鴻
草
字
町
五
三
番
地

同

渋
谷

一
弘

同

郡
同

町
大
字
郡
山
字
台
三
五
番
地

同

山
田

幸
人

同

郡
浪
江
町
大
字
大
堀
字
中
平
三
三
番
地

同

髙
野

富
雄

南
相
馬
市
小
高
区
塚
原
字
日
向
一
二
四
番
地

同

矢
口

一
男

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
立
野
字
攝
待
五
番
地

同

佐
伯

忠
雄

南
相
馬
市
小
高
区
上
根
沢
字
糟
内
一
一
五
番
地

同

松
本

伸
一

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
苅
宿
字
川
原
二
四
八
番
地
二

同

泉
田

重
章

同

郡
同

町
大
字
北
幾
世
橋
字
内
匠
町
六
番
地
二

同

佐
藤

芳
言

南
相
馬
市
小
高
区
浦
尻
字
台
ノ
前
一
四
番
地
の
二

同

只
野

芳
章

同

市
同

区
飯
崎
字
根
崎
二
八
九
番
地

同

鈴
木

一
郎

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
請
戸
字
本
町
一
四
番
地

監
事

愛
澤

格

同

郡
同

町
大
字
小
野
田
字
仲
禅
寺
一
〇
五
番
地

同

西
内

正
雄

南
相
馬
市
小
高
区
行
津
字
鳥
木
 五
一
番
地

同

渡
邉

寛
治

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
目
 字
愛
宕
下
四
四
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

馬
場

有

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
下
続
町
二
五
番
地
一

同

櫻
井

勝
延

南
相
馬
市
原
町
区
江
井
字
馬
場
五
四
番
地

同

伊
澤

史
朗

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
新
山
字
下
条
一
二
六
番
地
の
一

同

泉
田

重
章

同

郡
浪
江
町
大
字
北
幾
世
橋
字
内
匠
町
六
番
地
二

同

志
賀

稔
宗

南
相
馬
市
小
高
区
川
房
字
清
水
一
八
七
番
地

同

小
林

正
幸

同

市
同

区
大
井
字
松
崎
一
五
〇
番
地

同

海
藤

芳
勝

同

市
同

区
井
田
川
字
南
新
田
八
三
〇
番
地

同

久
保
内

俊
應

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
酒
井
字
井
戸
川
前
六
八
番
地

同

只
野

芳
章

南
相
馬
市
小
高
区
飯
崎
字
根
崎
二
八
九
番
地

同

佐
伯

忠
雄

同

市
同

区
上
根
沢
字
糟
内
一
一
五
番
地

同

鈴
木

一
郎

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
請
戸
字
本
町
一
四
番
地

同

松
本

伸
一

同

郡
同

町
大
字
苅
宿
字
川
原
二
四
八
番
地
二

同

渋
谷

一
弘

同

郡
双
葉
町
大
字
郡
山
字
台
三
五
番
地

同

小
牛
田

一
男

南
相
馬
市
小
高
区
吉
名
字
西
長

七
番
地

同

竹
野

光
雄

同

市
同

区
浦
尻
字
原
田
二
番
地

同

西
内

文
夫

同

市
同

区
村
上
字
前
谷
地
二
八
番
地

同

安
部

善
治

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
川
添
字
南
大
坂
五
六
番
地
二

同

原
中

等

同

郡
同

町
大
字
田
尻
字
東
畑
一
一
〇
番
地

同

神
長
倉

隆
重

同

郡
同

町
大
字
室
原
字
法
光
内
六
番
地

同

中
野

弘
寿

同

郡
同

町
大
字
立
野
字
雁
北
二
番
地

同

高
橋

美
雄

同

郡
同

町
大
字
津
島
字
谷
津
六
六
番
地

同

木
幡

治

同

郡
双
葉
町
大
字
下
羽
鳥
字
南
 二
二
番
地

同

泉
田

健
一

同

郡
同

町
大
字
鴻
草
字
町
二
三
番
地

監
事

松
木

秀
男

同

郡
同

町
大
字
上
羽
鳥
字
沢
入
一
〇
七
番
地

同

西
内

正
雄

南
相
馬
市
小
高
区
行
津
字
鳥
木
 五
一
番
地

�

�
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同

愛
澤

格

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
小
野
田
字
仲
禅
寺
一
〇
五
番
地

（
農
村
計
画
課
）
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